
★宅地造成及び特定盛土等規制法及び袋井市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に係る手続きフロー

※農地転用を含む場合
   【宅地造成及び特定盛土等規制法】

事前協議申請

●土地利用対策幹事会の開催

●審査結果（措置事項）通知

※措置事項対応確認

措置事項対応

実施承認通知

許可書発行

許可申請書の提出

※開発許可を取得する案件は

「みなし許可」となります
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【袋井市土地利用事業の適正化に関する指導要綱】

※農地転用許可申請については、

盛土規制法許可申請日以降！！

●幹事会の開催

●審査結果（措置事項）通知

措置事項対応

実施承認申請

事前相談

住民への周知

措置事項対応確認

土地利用対策委員会

●各種許認可の申請

（農転、開発行為等）

各種許可書発行
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・・・事業者対応

＜凡例＞

・・・許可権者対応
工事着工


